
船舶事故調査報告書 

平成３１年２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１０月１日 １１時０５分ごろ 

発生場所 高知県須崎市須崎港 

 山崎鼻灯台から真方位０１８°１,３９０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２３.７′ 東経１３３°１７.７′） 

事故の概要  貨物船日鋼
にっこう

丸は、離岸作業中、また、押船須
す

寿
ず

川
かわ

丸は、はしけ須
す

寿
ず

川
かわ

丸と押船列を構成して岸壁に係留中、日鋼丸が押船須寿川丸に衝突

した。 

事故調査の経過 平成３０年１０月５日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 日鋼丸、４９９トン 

   １３６７３１、明和海運株式会社（船舶所有者）、エスオーシ

ー物流株式会社（運航者） 

Ｂ 押船 須寿川丸、９４トン 

   １３２９１７、川崎近海汽船株式会社（船舶所有者）、川近シ

ップマネージメント株式会社（運航者） 

Ｃ はしけ 須寿川丸、２,２４９トン 

   なし、川崎近海汽船株式会社（船舶所有者）、川近シップマネ

ージメント株式会社（運航者） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、四級海技士（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 球状船首に凹損 

Ｂ 右舷船尾部外板に凹損 

Ｃ なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 ７～８m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、高炉粉約６００ｔを積載し、

対岸のバースに移動する目的で、右舷着けしていた公共岸壁からの離

岸作業を開始した。 

Ａ船は、船長Ａが、前部スプリングライン（以下「本件係留索」と

いう。）のみを残した状態で右舵一杯とし、機関を前進として船尾部

を岸壁から離した後、機関を後進としてバイトにとっていた本件係留

索を船首部のボラードから外して船側へ巻き取っていたところ、本件

係留索のアイが岸壁側面のアンカーボルトに引っ掛かった。 

Ａ船は、船長Ａが、機関及びバウスラスタを使用して本件係留索を



岸壁のアンカーボルトから外したところ、北風を受けて船首方に圧流

され、船首方に着岸していたＢ船に接近していることに気付き、機関

を後進としたものの、Ｂ船の船尾部に衝突した。 

Ｂ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、船首部を石灰石約２,５００

ｔを積載したＣ船の船尾凹部に嵌合
かんごう

して押船列を構成し、台風避難の

目的で、Ａ船の船首方に右舷着けで係留中、船尾部にＡ船の船首部が

衝突した。 

分析  Ａ船は、須崎港公共岸壁からの離岸作業中、同岸壁のアンカーボル

トに引っ掛かった本件係留索を外した際、風を受けて圧流されたこと

から、船首方に係留中のＢ船に衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、係留中、Ａ船が衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、須崎港公共岸壁からの離岸作業中、同岸壁のア

ンカーボルトに引っ掛かった本件係留索を外した際、風を受けて圧流

されたため、船首方に係留中のＢ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・離岸操船時は、風波や潮流を考慮し、係留中の他船への接近状況

に注意を払うこと。 

 


